
貝塚市文化遺産活用事業
【計画の改善時期】
　　平成 30 年度

事業概要：

事業概要：

事業概要：

（2）実施事業の概要 別紙②のとおり

（1）補助金額 8 補助事業の概要

31 年度

文化遺産総合活用推進事業　実施計画

大阪府貝塚市  2 補助事業の種類 1 都道府県・市区町村名

補助事業は次の団体が実施する。
　補助事業者：貝塚市文化遺産活用実行委員会
　　　　　　　構成団体　感田神社祭礼運営委員会（堀之町太鼓台）
また、貝塚市教育委員会に事務局を置き、本実施計画にかかる連絡調整や、補助事業に係る指導などを行う。

 3 実施計画の名称

 4 実施計画期間

 6 実施体制

 5 実施計画の概要

地域の文化遺産を次世代へ継承・発展、文化遺産を活用して地域活性化を推進していくため、下記の取り組みを通
じて、地域全体で文化遺産を保存・継承し、活用していくための体制の確立を目指す。
１．地域の文化遺産継承事業（平成27年度～平成31年度予定）
（１）太鼓台祭りに使用する太鼓台の修理及び修理現場公開事業
（２）太鼓台後継者育成事業

地域文化遺産活性化

平成 27 年度 ～ 平成

 10 その他事業（自主財源、民間団体、他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など）

 9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載）

 12 担当部局

　市民の地域の文化遺産に対する関心や意識が向上し、今後市民の力による地域の文化遺産の保存と、次世代への
継承とともに、地域の活性化が期待できる。また、行政と民間団体による連携・協力体制が構築される。
　また、太鼓の叩き方等の練習を青年団が行い、夏の太鼓台祭りの保存・継承を担う。秋の子供太鼓台祭りでは、
青年団が子供らを指導し次世代の太鼓台祭りの担い手を育成することで、世代間の地域コミュニティの活性化をは
かるとともに次世代に祭りの継承を行うことができる。

地方公共団体
担当部局課

貝塚市教育委員会社会教育課（文化財担当）

 11 「歴史文化基本構想」の策定や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込等

 7 実施計画における目標と期待される効果 別紙①のとおり

～平成29年度交付決定額： 13,822 千円 平成30年度申請額： 2,833 千円

様式１－１



420 人平成 31 年度目標値１： ⇒【現状値】 平成 27 年度 【目標値】340 人

7 実施計画における目標と期待される効果　別紙

目標区分１： 伝統文化の継承体制の維持・確立

評価指標区分１： 祭礼行事への参加住民数 （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標１： 太鼓台祭り堀之町太鼓台参加者数（２日間述べ人数） 関連事業: ①、②

29年度までの平均で20人ずつ増加していることから設定。

進捗状況１： 各年度、状況値、目標に対する達成率

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32

設定根拠１：

0% 25% 51%

年度

340 人 360 人 381 人 人 人 人

様式１－１別紙①



 8（2）実施事業の概要　別紙

事業①： 貝塚市文化遺産活用事業 実施団体： 貝塚市文化遺産活用実行委員会

評価指標区分： ・保存会への新規入会者数 （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標： 堀之町太鼓台（保存会）新規入会者数

目標値：

～ 平成 31 年度

事業概要： 秋祭り　子供太鼓台の修理・修理現場の公開

事業区分： 用具等整備 事業期間： 平成 27 年度

【現状値】 平成 27 年度 4 人 【目標値】 平成

事業区分： 後継者養成 事業期間： 平成 年度 ～ 平成 年度

人

0% 0% 45%

人 人 人4 人 4 人 9

事業②：

31 年度 15 人

31 年度 平成 32 年度29 年度 平成 30 年度 平成

貝塚市文化遺産活用事業 実施団体： 貝塚市文化遺産活用実行委員会

進捗状況： 各年度、状況値、目標に対する達成率

平成 27 年度 平成 28 年度 平成

⇒

秋祭り　子供太鼓台の指導役である青年会のメンバーに、太鼓の叩き方、担ぎ方の練習を行
う。

評価指標区分： ・保存会会員数の変化（維持） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標： 堀之町太鼓台（保存会）会員数

目標値： 【現状値】 平成 27 年度 85 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 95 人

事業概要：

進捗状況： 各年度、状況値、目標に対する達成率

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

85 人 85 人 90 人 人 人 人

0% 0% 50%

様式１－１別紙②


